
　

地
球
が
決
め
た
死
刑
廃
止　
　

死
刑
廃
止
の
た
め
に

国
際
社
会
の
連
携
を
求
め
て

〜　
「
死
刑
廃
止
国
際
条
約
発
効
」
30
周
年
記
念
企
画　
〜　
　

　
「
国
連
死
刑
廃
止
条
約
」
が
採
択
さ
れ
た
の
が
１
９
８
９
年
12
月
15
日
、
発
効
し
た
の
が
１
９
９
１
年
７
月
11
日
。
発
効
か
ら
今
年

で
30
年
に
な
り
ま
す
。
１
９
９
１
年
当
時
、
世
界
の
死
刑
廃
止
国
は
法
律
上
・
事
実
上
を
合
わ
せ
て
83
カ
国
で
し
た
が
、
２
０
２
０

年
現
在
そ
の
数
は
１
４
４
カ
国
、
死
刑
の
な
い
社
会
を
実
現
し
て
い
る
国
は
実
に
７
割
を
超
え
て
い
ま
す
。

　

米
国
で
も
半
数
近
い
州
が
死
刑
廃
止
を
実
現
し
、
連
邦
政
府
に
お
い
て
も
バ
イ
デ
ン
政
権
下
で
廃
止
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

韓
国
で
は
、
法
律
上
の
死
刑
制
度
は
残
す
も
の
の
、
20
年
以
上
死
刑
執
行
は
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
事
実
上
の
廃
止
国
に
分
類
さ
れ
て

い
ま
す
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
は
、
自
国
民
が
死
刑
の
あ
る
国
で
処
刑
さ
れ
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
、
死
刑
制
度
を
残
し
て
い
る
ア
ジ
ア

諸
国
の
死
刑
廃
止
を
働
き
か
け
て
い
く
「
死
刑
廃
止
へ
の
戦
略
」
を
発
表
し
、
他
国
に
死
刑
廃
止
を
要
請
し
て
い
く
政
策
を
推
進
し

て
い
ま
す
。
一
方
、
日
本
は
依
然
と
し
て
死
刑
制
度
を
堅
持
し
て
お
り
、
法
務
省
は
国
民
世
論
の
支
持
が
あ
り
、
死
刑
制
度
は
国
内

問
題
で
あ
る
と
い
う
方
針
を
変
え
よ
う
と
し
て
い
ま
せ
ん
。

　

そ
こ
で
、「
死
刑
廃
止
国
際
条
約
」
発
効
30
年
の
機
会
に
、
日
本
は
国
際
社
会
と
連
携
し
な
が
ら
死
刑
制
度
を
今
後
ど
の
よ
う
に
廃

止
し
て
い
く
か
を
考
え
る
オ
ン
ラ
イ
ン
集
会
を
開
催
し
ま
す
。
ご
参
加
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

２
０
２
１
年 

７
月
11
日
（
日
）
14
時
〜
16
時
15
分

ユ
ー
チ
ュ
ー
ブ
配
信
に
よ
る
オ
ン
ラ
イ
ン
集
会
・
参
加
費
無
料

第
１
部　

ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
か
ら

     　

世
界
の
死
刑
廃
止
動
向
の
報
告

・
キ
ア
ラ
・
サ
ン
ジョ
ル
ジョ
さ
ん

  

（
国
際
事
務
局 

死
刑
制
度
担
当
）　

第
２
部　

政
治
の
場
か
ら
見
た
死
刑
廃
止
活
動

・
保
坂
展
人
さ
ん

　
（
世
田
谷
区
長
、
死
刑
廃
止
を
推
進
す
る
議
員
連
盟　

元
事
務
局
長
）

・
小
熊
慎
司
さ
ん

　
（
衆
議
院
議
員
、
日
本
の
死
刑
制
度
の
今
後
を
考
え
る
議
員
の
会
事
務
局
長
）

・
平
岡
秀
夫
さ
ん

　
（
第
88
代
法
務
大
臣
、
死
刑
を
な
く
そ
う
市
民
会
議
共
同
代
表
世
話
人
）

第
３
部　
ト
ー
ク
ラ
イ
ブ　

死
刑
廃
止
へ
向
け
て
国
際
社
会
の
連
携
を
し
て
い
く
た
め
に　
　
　

キアラ・サンジョルジョさん木村 草太さん
（憲法学者）

青木 理さん
（ジャーナリスト）

QRコード・URLから当日ご参加ください  https://youtu.be/SB2XeqVPv2c
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協力＝死刑をなくそう市民会議

国連が死刑廃止を決めて

  30 年！

何人も、この選択議定書の締約国の管轄内にある者は、死刑を執行されない。
各締約国は、その管内において死刑を廃止するためのあらゆる必要な措置をとら
なければならない。　　　　　　　　　　　　　（1991年７月11日に発効した「死刑廃止国際条約」第一条）


